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○△広報車による周知

方法

周知先

庁内周知

人身被害の可能性が低い
（山へ入っていくのを見た、足跡を発見した等）

○

一般周知

広報車・行政区長

いわて
モバイルメール、

LINE

有線放送
（東和地区）

○

状況

住　　　　　　民

警　　　　　　察

花巻市鳥獣被害対策実施隊

類型「１」
＜区域＞
山林

ホームページ、
SNS、

FM花巻、
マスコミリリース

類型「１」，「２」 類型「３」

類型３の区域及びその周辺において、
出没情報が寄せられた

警戒パトロール

農村林務課（各総合支所） 全案件

類型「２」
＜区域＞

農地
（田畑、畜舎等）

類型「３」
＜区域＞

市街地、住宅地、公園、
学校、駅、観光施設等

捕獲申請

花巻保健福祉環境センター

捕獲許可

１ 警察に確認 ※【守衛から通報の場合】
２ LoGoチャット

市長・副市長・教育長・各部長
広報情報課・地域づくり課・こども課

各総合支所・各消防署
学務管理課・就学前教育課

類型「１」 類型「２」 類型「３」

こども課・
学務管理課・就学前教育課

LoGoチャット

捕 獲

類型「１」＆「２」

情報共有先（庁内） [LoGoチャット]

・こども課・学務管理課・就学前教育課

対応

＜クマが出没場所に居続けていると

判断される場合＞

・小中学校・幼稚園・保育園・学童などへ

情報提供

・高等学校への情報提供

・広報車による広報

＜クマが出没場所に居ないと判断

される場合＞

・小中学校・幼稚園・保育園・学童などへ

情報提供

・高等学校への情報提供

類型「３」

情報共有先（庁内） [LoGoチャット]

・市長、副市長、教育長、各部長

・広報情報課 ・地域づくり課 ・こども課 ・各総合支所 ・各消防署

・学務管理課 ・就学前教育課

対応

・小中学校・幼稚園・保育園・学童などへ情報提供

・高等学校への情報提供

・行政区長への連絡 ・広報車による広報

・ホームページ、ＳＮＳ、ＦＭ花巻、有線放送による周知

・マスコミリリース ・消防署による巡回 ・重点パトロール

・児童生徒の送迎

こども課・学務管理課・就学前教育課【再掲】

花巻市熊出没対応マニュアル

発 信

情報共有

関係機関（小中学校・幼稚園・保育園・学童など）へ情報提供

情報提供

いわてモバイルメール

警 戒 パ ト ロ ー ル

（状況に
応じて）

（状況に応じて）

連絡 連絡

報告

＜類型・出没地域・対応等一覧＞

追 い 払 い

捕獲以外に被害を防ぐ手段がないなど
捕獲が必要と判断される場合

類型 区域 対応
人的被害

の危険性

実施隊

の対応

3
市街地、住宅地、公園、

学校、駅、観光施設等

可能であれば追い払い

追い払いが不可能であ

れば捕獲

高い 警戒パトロール

1 山林 ―

低い

連絡のみ

（状況に応じて

警戒パトロー

ル）

2

農地（田畑、畜舎等）

※ただし、ツキノワグマが、

人が居住している住居に隣接

している農地や畜舎に居座り

続けている場合は類型３

追い払い（ただし、適

切な防除対策を行って

も被害が発生する場合

は捕獲）

LINE


